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「意外にある！だけど理由がわからない住宅ローンの審査落ち」
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※今回はお休みです
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「商売は、安価で大量にあるものを利用してするものだ。」

起業した時、最初に師匠に教えてもらった金言でした。
そしてその後、彼はこう続けます。

「資本主義の発展で、もっとも安価で大量に手に入るものは何だと思う。」
「それは、労働者だ。」と
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　ビジネスは、大量にあり得やすいものを利用して組み立てていくもの。マーケ
ティングにおいても共通した基本。

　マーケティングをあまり知らない人は、「キャッチコピー」、「広告クリエイティブ」
だとか「広告媒体」が重要だと思うかも知れませんが間違っています。

　マーケティングの基本は「少ないコストで集客できるマーケットや商品を見つ
け出すこと」ですから、広告のクリエティブなんて大きく外さなければなんでも構
いません。

　そもそも人のいないマーケットに対して、どれだけ工夫したキャッチコピーを投
げても反応なんて取れる訳がない。

　ローコスト住宅で広告反応が取れたのは、その時期、家の買い方に困っている
「大量（団塊世代Jr）のマーケット」が出来たからです。

　そのマーケットに対して彼らの悩みを喚起する広告を打てば、安価にリストが
取れたのです。
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「変化する働き方」 
〜 ビジネスの前提が変わる 〜
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 ◯　安価な労働者がいなくなる？

　学校で習った事だとは思いますが、資本主義は何かといえば「資本」と「労
働」の分離です。

　言い換えれば「労働者階級」の誕生が「資本主義」の誕生だといっても過言
ではありません。

　経済がここまで発展してきたのは、大量の労働者を安く、（語弊はあります
が）使役することができたからに他なりません。

　しかし、労働者も豊かさを求めます。子どもに高等教育を受けさせることで、
少しでも多くの富をと努力します。

　結果、先進国では、知的労働者という安くない労働者が増えていく訳です。

　それでは、商売として成り立ちません。人件費が高くなれば儲からないから
です。
　そこで目をつけた１つは「中国」。知っての通り、安い労働者が大量にいるオ
アシスです。

　もう一つが「移民」です。貧しい国からアメリカンドリームを求めて越境してく
る大量の人々を安く雇用することでした。
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　しかし、日本は欧米諸国と違い、移民を受け入れないという国家。そもそも島国
ですから物理的にも移民が先進国の中で極端に少ない。

　製造業のように、工場自体を中国などに移転できる産業はまだしも、国内産業
であるサービス業は、欧米諸国に比べて労働者不足になってしまいます。

　実は、それを支えてきたのが、パート労働者でした。
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　宿泊業や飲食業はもちろん、生活関連サービスと呼ばれるクリーニングショ
ップや理髪店、美容室、エステティックサロン。
　
　スーパーマーケットやコンビニなども小売業も、パートタイマー労働者が市場
に供給されたことで、安い人件費を支えてきたのです。

　

　この労働供給体制が、今までの日本の経済環境を支え、これこそがここまで
中小企業経営の必要条件を構成してきました。

　この中小企業経営の前提となってきた環境が今年で終わることになります。

　それは、年金大改正の最も重要な懸案事項となってきた短時間労働者（パー
トタイマー）の社会保険全面適用という流れです。
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　いわゆる130万円の壁（51名以上の企
業は106万円）」問題に対する国の方向
性が決まり、原則週20時間以上働く労働
者に対しても、社会保険適用が義務付け
られることになりました。

　
　これまで、従業員数51人以上を雇用
数する企業で働く月8万8000円を超えな
いパートタイマーは社会保険に加入する
必要はありませんでしたが、この法律改
正を持って、事業規模に関係なく、週20
時間以上働く労働者には、社会保険が
全面的に適用されます。

　週20時間以上といえば、1日5時間、週
４日以上。

　通常で考えれば、ほとんどのパートは
社会保険に加入することになります。

　現状の社会保険料は給料の３０％を
労働者と会社で折半することになってい
ますから、パートは１５％手取りが減り、
会社は１５％人件費が増えることになり
ます。

　しかし、パートとしても今まで通り働い
て手取りが１５％減らされたらたまったも
んではありません。

　普通に考えれば、20時間を超えないよ
うに働く時間を調整することが考えられ
ます。
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　それで困ってしまうのは、
会社側です。
　ただでさえ働き手不足な
のにさらに、パートの働く時
間が短くなれば経営の死
活問題になりかねません。

　当然、政府もそれは分か
っているようで、そうならな
いために、パートの社会保
険料を会社側は負担できる
という仕組みを併せて導入
する予定です。

　つまり、結局会社がパー
トの分の社会保険も負担す
る。ことになる訳です。

　

　

　働き手不足の会社は、渋 こ々の条件を飲まざる
を得ません。

　そうでなければ、事業そのものを存続することが
難しくなるからです。

　これにて、日本で「労働力」を安価に調達すること
は終了しました。岡崎自身こうなったことが、悪い
と考えている訳ではありません。

　重要なことは、ビジネスの前提条件が変わったのだ、
ということなのです。

　では、この先ビジネスの前提条件はどう変わって
いくのでしょうか？
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 ◯ ビジネスの前提条件はどう変わるのか？

　ここまで、パートタイマーの社会保険適用から、労働市場が変わったことに
ついて話してきました。

　この話を読みながら、「我が社には関係ないよ。そんなにパートも使ってない
し」と思った人もいるでしょう。

　でも、そうは問屋は下ろしません。
　経済環境が大きく変わるということは、パートの利用の有無に関わらず私た
ちは確実に巻き込まれていきます。

・サービス関係利用費の上昇

　まず一番に考えられることは、パート労働者の多かったサービス・小売関係
の人件費上昇に伴い、コストが上がります。
　
　宿泊や外食はもちろん、清掃やガードマンなどの利用料も、確実に上昇しま
す。
　シニアの短時間労働者の多い物流や資材業のコストも上がると考えられま
すから、建築原価の上昇はさらに大きくなるでしょう。

・働き手不足

　ほぼ全ての労働者が社会保険適用になれば、労働者としてもわざわざパー
トを選択しなくなります。
　それにより正社員化が今まで以上に進むでしょうから、割のいい仕事へと向
かって労働力が流れます。
　
　中小企業はさらに働き手の採用が難しくなっていくでしょう。
　３K職種と呼ばれる建設関係業種は、慢性的な人手不足。まわりの下請業
者が廃業するケースも増えてくると考えられます。
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・フリーランスの増加

　社会保険の逃げ道の一つはフリーランスという働き方です。
　個人事業主になり、社会保険適用なしで働く方法を選択する人は増加する
でしょう。
　フリーランスに関する法律改正も昨年されていますから、国としてはその辺
も織り込み済みです。
　
　この先は、フリーランスを上手に使って業務を組み立てていくことが必須に
なりそうです。

・タイミーの台頭

　タイミーに代表される細切れ時間労働を利用する主婦が増えることが予測
されます。
　自社でもタイミーに仕事が出せるようなオペレーションを考える必要があり
ます。単純労働をできるだけ分離して、付加価値が高い業務に集中して労働力
を集約していかないと経営できません。

◯ まとめ

　経営の前提条件が変わったことで、どんな変化が起こるのかはまだまだ想
定できません。
ただ、確実に変わります。
　ちなみにオーストラリアの一人当たりGDPは64,711.77 USD。日本の約倍
です。
　オーストラリアは、移民を禁止していた期間が長かった為、人口は日本の6
分の１。
　
　その結果労働者不足陥り、平均人件費が高騰。平均時給は2,500円になり
ます。単純に同じようになるとは思ってもいませんが、この先は高付加価値事
業だけしか生き残れない未来が近いのは間違いなさそうです。
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「意外にある！だけど理由がわからない
住宅ローンの審査落ち」

　「今年こそは家を買おう！」
　2025年も始まったばかり。そう考えている人もいるのではないでしょうか？
いざ行動開始！と思うと、「インフレ」も気になる。「金利の上昇」も気になる。不
安になる要素も多い中で気持ちが焦ることも多いはず。
　でも、焦りは禁物。家づくりを始めたばかりの皆さんに、実は一番初めに知っ
ていただきたいローン審査について今日はお話ししようと思います。

◯ 事前審査は、10人に1人以上は落ちてしまっている！？

　住宅ローンを組むとき、まず最初にハードルとなるのが、金融機関による「審
査」です。購入する物件を決めて「いざ住宅ローンを！」と手続きに進んだのに、
思わぬ理由で審査に落ちてしまうこともあります。

　住宅ローン審査に落ちるのはそれほど珍しいことではありません。あるサイ
トが独自に行ったアンケートでは、初めての住宅ローンで事前審査を受けたと
きに、全てもしくは一部の金融機関で審査落ちをしてしまった人は全体の14.3
％も存在しました。10人に1人以上が、ひとつの金融機関から「融資はできな
い」と判断されているのです。

　しかし通常は、審査に落ちてもその理由を金融機関は教えてくれません。た
とえ小さな問題だったとしても、個人の力では有効な対策を打てないケースも
あります。そこで大切なのが、事前に住宅ローン審査の審査基準を知っておく
こと。ここでは、審査基準の中でも特に重要と考えられている3つの要素につ
いて解説します。

◯ 収入基準

　当たり前の話ですが、十分な収入がなければ住宅ローンの返済は不可能。
収入は住宅ローン審査における最重要事項です。
　ですが、注意が必要なのは金額だけでなく、その安定性や継続性も審査の
対象であるということ。



　　

　
　継続性の観点では、一般的な会社員や公務員の場合、勤続年数がチェック
ポイントとなります。
　審査基準は金融機関によって基準はさまざまで、1年以上の在籍が必要とい
うところもあれば、3カ月や1カ月でも問題ないとする金融機関もあります。
　昨今では、転職してキャリアアップしていくという考え方は一般的になり、ロー
ンの審査を受ける前後に転職を考えている人も多いかと思います。
勤続年数の基準がどうなのか必ず金融機関に確認をしてください。

◯ 借入金額基準

　自動車購入の方法で残クレや残価設定プランを利用していないでしょうか？
住宅ローン審査時には、収入と借入金額とのバランスもチェックされます。
　年収のうち年間いくらまで返済できることが可能なのか（年返済比率）という
基準で審査されるので、現在の残クレの支払い等がある場合、希望の住宅ロー
ン金額が借りられないことがあります。

◯ 個人信用情報

　個人信用情報とは、クレジットカードのリボ払いやカードローン、自動車ローン
などの各種債務の返済に関する情報のことです。住宅ローン審査の際には、個
人信用情報に延滞や債務整理などの履歴がないかをチェックされます。
　実は、「携帯電話の機種代金」はリボ払いという扱いになっていることがほと
んどです。
　若い頃、携帯電話の料金を支払い忘れて、何度も支払いが遅延した。なんて
記憶があれば注意が必要です。
　携帯使用料の延滞は問題ないのですが、通常携帯料金には使用料と一緒
に機種代の分割代金も一緒に請求されているので、携帯料金の支払い遅延の
せいで、住宅ローンの審査が落ちてしまうという例がたくさんあります。

　どうでしょうか？少し不安になってしまった方もいるのでは？事前審査は一度
落ちると落ちた履歴がついてしまいます。
　不安の場合は、まずは今相談されているFPや住宅会社の方に早めにご相談
ください。



　春の訪れを少しずつ感じる季節になりました。
　朝晩はまだ冷え込みますが、日中の日差しに春の気配を感じると何となく気持ちも明
るくなります。
　我が家では保育園に通う子どもがいますが、３月は進級の準備で少し慌ただしい日
々を過ごしております。
　子育てをしていると、成長の節目ごとに新たな課題や心配ごとが出てきます。進級に
向けて、子どもが少しずつ新しいことに挑戦しようとする姿を見ていると頼もしくもあり、
同時に親としては「これから大丈夫かな」と思うこともしばしばです。
　心配ごとを挙げればきりがありません。それでも、子どもの成長をそばで見守れる喜
びがあるからこそ日々の慌ただしさも頑張れるのだと実感しています。
　私も子どもたちに負けないよう、元気があるうちに大掃除できなかったところを片付け
ようと思います。
　まだまだ寒暖差は激しい日々が続きますが、春の陽射しを楽しみながら、ご家族とと
もに素敵な時間をお過ごしください。
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○ ニュースレターは協会ホームページにアップしております。
　 URLは以下になります。ご自由に閲覧・ダウンロードください。
　 https://www.lifeplanadvisor.or.jp/members_downloadpage
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